
に登録しましょう

＼住んでいない・使っていない空き家、ありませんか？／

「南島原市空き家バンク」は、市内の空き家等の物件情報をウェブサイトで公開し、南島原市への

移住を希望されている方等へ物件情報を提供し、物件所有者と購入や賃貸を希望される利用希望者

の橋渡しをする仕組みです。

南島原市役所 地域振興部

地域づくり課

〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2

TEL:0957-73-6631
FAX:0957-82-3086 / Mail：teijyu@city.minamishimabara.lg.jp

担当者が訪問します 掲載資料の確認チラシを見てご連絡ください

物件情報の掲載内見

空き家バンク制度に関するご相談
は、お電話・メールにてお気軽に
ご連絡ください。

申請を希望される場合、
登録台帳に物件情報を
記入していただきます。

物件の状況確認と掲載用資料作成
のため、市の担当者が訪問します。

物件の写真撮影、簡単な図面作成
を行いますので、現地立会いを

お願いいたします。

市担当者で資料作成後、
所有者へ掲載案を送付いたします。
内容の確認をお願いします。

ホームページへ情報を掲載し、
移住希望者に物件情報を

提供します。

移住希望者が物件の内見を
希望された場合、市の担当者が
案内します。

物件を気に入った場合、
所有者と移住希望者を
お繋ぎします。

ご契約・引き渡し

交渉・契約は希望者と所有者
で直接お願いします。
市役所が間に入る
ことはできません。

▼空き家バンク
ホームページ

▼お気軽にご相談ください！

□ 「空き家バンク」への登録料は無料です

□ 家財はそのままでも登録できます。

□ 物件の金額については、市で決めることができません。

□ 相続した空き家等を売却したとき、特別控除があります。

□ 契約等は市で関与できません。不動産登録をお勧めします。 ▲参考：ホームページ掲載資料




